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新潟県条例第41号 

新潟県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例（平成30年新潟県条例第36号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 （掲載文の申請） 

第３条 （略） 

２ 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文に

は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名

誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特

定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等

いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載又

は記録をしてはならない。 

 （掲載文の申請） 

第３条 （略） 

２ 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文に

は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名

誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特

定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等

いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載を

してはならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の新潟県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という｡)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその

期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

 


